
若 宮 公 民 館 だ よ り                 平成２７年６月１日（第３５３号） 

 

2 日（火） 子育てサロン 

9 日（火） 高齢者のつどい 

16 日（火） 子育てサロン 

24 日（水） 
太極拳体験教室 

（趣味と教養） 

25 日（木） ビデオシアター 

26 日（金） わかっ子クリーン 

29 日（月） ちぎり絵(三世代交流） 
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家具を固定し地震被害を防ぎましょう 

 愛媛県地震被害調査では、南海トラフ巨大地震による屋

内転倒落下物等による死者は、家具等の転倒防止対策の実施

により約７分の２に軽減されると想定されます。このような

ことから、高齢者などの世帯を対象に、家具転倒防止等推進

事業を実施しています。安全な住まいづくりの第１歩とし

て、是非ご活用ください。 

対象世帯 

市内に居住し、次のいずれかに該当する人のみ世帯 

① ６５歳以上の人 

② 介護保険法に基づく、要介護度が要支援１、２また 

は要介護１～５の認定を受けた人 

③ 身体障害者手帳１、２級を所持している人 

④ 療育手帳を所持している人 

⑤ 精神障害者保健福祉手帳を所持している人 

内  容 

 １世帯につき、家具固定器具３点及びガラス飛散防止フィ

ルム４枚の施工に係る費用を市が負担します。 

 家具を固定する器具、ガラス飛散防止フィルムの購入に要

する費用を負担していただきます。 

申  込 

家具転倒防止等推進事業申請書に必要事項を記入し、防災

安全課へ提出してください。（郵送可） 

詳細は、防災安全課までお問い合わせください。 
 

新居浜市役所 市民部 防災安全課 
TEL（０８９７）６５－１２８２ 
FAX（０８９７）３３－５１８０ 

   E-mail：bousai@city.niihama.ehime.jp 

 

 ５月 12日に開催した「お手玉

を使った体操」では、お手玉遊

びが世界無形文化財であること

や、上手下手に関係なく心と体

に効果が表れ、健康寿命を延ば

せることなどを、実際に体操し

ながら学ぶことができました。 

セミナー報告♪ 
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お手玉を使った体操～高齢者のつどい～ 
 

花壇の花植え～環境にやさしいまちづくり～ 
 

平成 27年度 新居浜市花壇コンテスト 

○ 目的 
(1)平成 29 年に開催されるえひめ国体を契機に、花い

っぱいでおもてなしの機運を高める。 
(2)新居浜市内で花づくりをがんばっている人を紹介す
るとともに美しいまちづくりへの市民の意識を醸成
する。 

○ 対象 ①新居浜市内の花壇 

②原則、種まきから育てた草花であること。 
   ※花壇とは、地植え花壇及びプランター等で飾った花

壇をいう。 

○ 応募について 

(1)応募先  各公民館 
(2)受付期間 平成 27 年８月 20 日（木）～ 

平成 27 年 9 月 15 日（火） 
(3)その他 

・各公民館へ素敵な花壇の住所、管理者の氏名、
連絡先を連絡する。（自薦他薦は問わず） 
・応募を締め切ったのち、審査のため花壇を見
させてもらうことが可能であること。 
・表彰された花壇をホームページで紹介するこ
とに承諾できること。 

○ 審査及び賞 

(1)審査 現地審査会 
平成 27 年 9 月 25 日(金)～10 月 5 日(月) 
※この期間の花壇の状態で審査を行います。 

(2)賞 応募の中から次のとおり選考し、賞状と 
記念品を贈呈する。 

＜特選：2 点程度 優秀：4 点程度 入選：若干程度＞ 
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 ５月 15 日、若宮保育園園児と地域ボランティア

の方々で、ペチュニアなどの花苗を植えました。 

きれいに
咲いてね 


